
地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会(第９回)

議事次第

日 時 平成26年10月20日(月)

1 0 時 0 0 分～ 1 2 時 0 0 分

場 所 総務省10階100 2会議室

議事

１ 開会

２ 配布資料説明

３ 意見交換

４ その他



資料１
人事委員会機能の
あり方について



人
事
委
員
会
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よ
る
民
間
給
与
実
態
調
査
及
び
公
民
較
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定
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仕
組
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人
事
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と
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都
道
府
県
、
政
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指
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都
市
等
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事
委
員
会
が
共
同
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調
査
を
実
施
。

 
 
○
企
業
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事
業
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５
０
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以
上
の
事
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が
調
査
対
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○
４
月
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給
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企業規模500人以上の
事業所

企業規模100人以上500
人未満の事業所

企業規模50人以上100
人未満の事業所

10 級
（困難部長）

９ 級
（部長）

８ 級
（次長）

７ 級
（困難課長）

６ 級
（課長）

５ 級
（困難課長補佐）

課長

４ 級
（課長補佐）

課長代理 課長代理

３ 級
（係長）

係長 係長

２ 級
（係員）

主任 主任 主任

１ 級
（係員）

係員 係員 係員

課長

係長

公民給与の比較における対応関係（A県）

行政職給料表
（本庁の職員）

県内の民間事業所

支店長・工場長
、部長、次長

課長
支店長・工場長
、部長、次長

支店長・工場長
、部長、次長

課長代理
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総 行 給 第 9 3 号

平成18年８月23日

各都道府県総務部（局）長

各指定都市総務局長 殿

各人事委員会事務局長

総務省自治行政局公務員部

給与能率推進室長

人事委員会における公民比較の較差算定等に係る留意点について

本年の人事院勧告においては、公務と民間で同種・同等の業務を行っている者同士

を比較するという民間準拠方式の下で、民間企業従業員の給与をより広く把握し反映

させるという観点から、比較対象企業規模の見直しが行われるなど、官民給与の比較

方法について所要の見直しが行われたところであります。

人事委員会は、中立的、専門的な第三者機関として、給与勧告に対する国民、住民

からの信頼をより一層向上させるため、その役割を適切に発揮し、かつ勧告の内容等

について今まで以上に徹底した説明責任を果たすことが求められております。

今後の人事委員会勧告における公民給与の比較に当たっては、公民給与の精確な比

較を実現し、地域の民間給与をより適正に反映させる観点から、これまでの較差算定

の取扱いを十分検証するとともに、下記の点に留意して必要な措置を講じられるよう

お願いします。

記

１ 公民比較における較差算定の取扱い

(1) 比較対象企業規模

公務と比較を行う民間企業の規模については、月例給における同種・同等の者

同士を比較するという原則の下、地域の民間企業の従業員の給与をより広く把握

し反映する観点から、比較対象企業規模を従来の100人以上から50人以上に拡大

すること。

(2) 比較対象従業員

公民給与の比較対象従業員の範囲については、民間の実態をできるだけ広く把

握し反映する観点から、民間の雇用形態の変化等を踏まえ、ライン職の民間役職

者の要件を改めるとともに、要件を改めた後のライン職の役職者と職能資格等が

同等と認められるスタッフ職等についても比較対象とし、別表第１により取り扱

うこと。
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(3) 比較における役職の対応関係

月例給の官民給与の比較の対応関係について、本年４月からの給与構造改革に

おける俸給表の級構成の再編及び本年の人事院勧告における比較対象企業規模の

見直しに伴い、役職の対応関係の見直しが行われた。

地方公務員給与の公民比較においても、国の見直し後の対応関係を踏まえ、別

表第２に準じて取り扱うこと。

なお、給料表の構造が国の俸給表の構造と異なる団体にあっては、別表第２の

対応関係を基準として適切な対応関係を設定すること。

(4) 比較給与種目

公民比較を行う際の比較給与種目については、特段の合理的理由がない限り、

別表第３により取り扱うこと。

(5) 特別給の比較方法

特別給（ボーナス）の公民比較については、月例給における比較対象企業規模

との整合性を考慮し、企業規模50人以上の民間企業を比較対象とすること。

(6) 精確な公民較差算定の前提となる適正な給与制度及びその運用の確保

不適正な昇格運用等がある場合には、結果として公民較差算定が不精確なもの

になることから、級別職務分類表に適合しない級への格付け（いわゆる「わたり」）

を行っているものその他実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表又は給

料表を定めているなど、給与制度及びその運用が不適切な地方公共団体にあって

は、速やかに是正措置を講ずること。

なお、行政職給料表（一）の職務の級については、「地方公務員の給与改定に

関する取扱い等について」（平成17年９月28日付け総行給第119号総務事務次官通

知）第２の１により、都道府県にあっては別表第４により定めることとし、また、

市町村にあっては当該市町村の規模、行政組織等に応じてできる限り簡素化を図

りつつ、国の給与構造の改革を踏まえて改正することが適当であるとしているこ

とに留意すること。

２ 人事委員会の機能発揮及び説明責任の徹底

人事委員会における一層の機能の発揮及び説明責任の徹底を図る観点から、次の

措置を講ずること。

① 公民較差を適切に反映させた具体的な給料表を勧告に盛り込むこと。

② 民間給与実態調査の結果概要、公民比較の具体的方法（比較対象の企業規模及

び従業員の範囲、役職の対応関係等）について、人事院勧告における取扱いを参

考にし、勧告と併せて公表すること。

③ 本通知で示した留意点と異なる取扱いをしている場合にはその理由を示すとと

もに、例えばモデル的な役職者の年収について勧告と併せて公表するなど、住民

等が勧告の内容をより具体的に把握できるよう一層の取組を行うこと。
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別表第１ 公民比較における比較対象従業員

事務関係職種
職 種 要 件

支店長 ・構成員50人以上の支店(社)の長
事務部長 ・２課以上又は構成員20人以上の部の長

・職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及
び部長級専門職

事務部次長 ・前記部長に事故等のあるときの職務代行者
・職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次

長及び部次長級専門職
事務課長 ・２係以上又は構成員10人以上の課の長

・職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及
び課長級専門職

事務課長代理 ・前記課長に事故等のあるときの職務代行者
・課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者
・課長に直属し部下４人以上を有する者
・職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代

理及び課長代理級専門職
事務係長 ・課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する者

・職能資格等が上記係長と同等と認められる係長及び係
長級専門職

・係制のない事業所の主任のうち課長代理以上に直属し
直属の部下を有する者及び職能資格等がこれに相当す
る主任

事務主任 ・係制のある事業所において主任の職名を有する者
事務係員 ・上司の指導、監督の下に定型的な業務を行う、いわゆ

る一般の事務員

技術関係職種
職 種 要 件

工場長 ・構成員50人以上の工場の長
技術部長 ・２課以上又は構成員20人以上の部の長

・職能資格等が上記部の長と同等と認められる部の長及
び部長級専門職

技術部次長 ・前記部長に事故等のあるときの職務代行者
・職能資格等が上記部の次長と同等と認められる部の次

長及び部次長級専門職
技術課長 ・２係以上又は構成員10人以上の課の長

・職能資格等が上記課の長と同等と認められる課の長及
び課長級専門職

技術課長代理 ・前記課長に事故等のあるときの職務代行者
・課長に直属し部下に係長等の役職者を有する者
・課長に直属し部下４人以上を有する者
・職能資格等が上記課長代理と同等と認められる課長代

理及び課長代理級専門職
技術係長 ・課長又は課長代理等に直属し直属の部下を有する者

・職能資格等が上記係長と同等と認められる係長及び係
長級専門職

・係制のない事業所の主任のうち課長代理以上に直属し
直属の部下を有する者及び職能資格等がこれに相当す
る主任

技術主任 ・係制のある事業所において主任の職名を有する者
技術係員 ・上司の指導、監督の下に定型的な業務を行う、いわゆ

る一般の技術者
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別表第２ 公民比較における役職の対応関係

行政職給料表（一）

民 間 企 業

職務の級 企業規模500人以上 企業規模100人以上 企業規模100人未満

の事業所 500人未満の事業所 の事業所

９ 級 支店長、工場長、

部長、部次長

８ 級 課長 支店長、工場長、

７ 級 部長、部次長 支店長、工場長、

６ 級 課長代理 課長 部長、部次長

５ 級 課長

４ 級 係長 課長代理 課長代理

３ 級 係長 係長

２ 級 主任 主任 主任

１ 級 係員 係員 係員

（注）行政職給料表（一）において10級を設けている場合は、９級と同様

の対応関係によること。

別表第３ 公民比較における比較給与種目

民間給与 公務員給与

きまって支給する給与注１ 給料の月額（給料の調整額を含む。）、扶養

から時間外手当注２及び通 手当、管理職手当、地域手当、初任給調整手

勤手当を除いたもの 当、住居手当、単身赴任手当（基礎額）、特

地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当、

寒冷地手当、へき地手当及びへき地手当に準

ずる手当

（注１）人事院の職種別民間給与実態調査における「きまって支給する給

与」をいい、基本給、家族手当、地域手当、通勤手当、住宅手当、

役付手当等名称のいかんを問わず月毎に支給されるすべての給与を

いう。

（注２）人事院の職種別民間給与実態調査における「時間外手当」をいい、

超過勤務手当、夜勤手当、休日手当、宿日直手当、裁量手当等勤務

実績に対して支払われる手当をいう。
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別表第４ 都道府県の行政職給料表（一）の職務の級

職務の級 職 務 の 内 容（本庁職員）

１ 級 係員の職務

２ 級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務

３ 級 係長の職務

４ 級 課長補佐の職務

５ 級 総括課長補佐の職務

６ 級 課長の職務

７ 級 総括課長の職務

８ 級 次長の職務

９ 級 部長の職務

備考１ 「総括課長補佐」とは、例えば全般的に課長を補佐し、又は二課

以上にわたる人事、予算等の重要な総括的業務を担当する課長補佐

を指す。

２ 「総括課長」とは、例えば部の業務を統括し、又は全庁にわたる

人事、予算等の重要な総括的業務を担当する課長を指す。

３ 都道府県の規模、行政組織等によっては、職務の内容に応じて部

長について10級を設けることができるものであること。ただし、国

における10級は、従来の本府省課長の職責を上回る職務に対応する

ものであるので、地方公共団体における適用についても、これに相

当するような高度な又は特に困難な業務を担う職責を有する場合に

のみ適用すること。
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資料２
市町村の給与

のあり方



 地方公務員の給与改定の手順  

 

○ 人事委員会が置かれている団体（４７都道府県、２０指定都市、和歌山市

及び特別区）においては、人事院勧告の内容及び当該団体の民間賃金動向等を

総合勘案して人事委員会が勧告を行い、国の勧告の取扱いに関する閣議決定を

受けて、具体的な給与改定方針が決定される。 

○ 人事委員会が置かれていない団体（和歌山市以外の市町村）においては、

国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与改定方針が決定され

る。 

○ いずれの場合でも、議会の議決により、給与条例を改正することとなる。 

 

 

 

 

 

 

５月 

～ 

７月 

 

 

８月 

 

９月 

 

 

 

 

１０月 

 

 

 

 

 

１１月 

以降 

（国家公務員） （地方公務員） 

人事委員会が置かれてい

る団体 

（都道府県、指定都市、和

歌山市、特別区） 

 

人事委員会が置かれて

いない団体（和歌山市

以外の市町村） 

職種別民間給与 

実態調査 

職種別民間給与 

実態調査 

(人事院と合同で調査) 

人事院勧告 

人事院勧告の 

取扱いについての 

閣議決定 

給与法改正法案を 

国会に提出 

改正法案成立後 

公布施行 

人事委員会勧告 

給与改定通知 

給与改定方針決定 

議会へ給与条例 

改正案を提出 

改正案の成立後 

公布施行 

給与改定方針決定 

議会へ給与条例 

改正案を提出 

改正案の成立後 

公布施行 
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○　ラスパイレス指数の算出方法

【計算例】

（大学卒）
職員数（人） Ａ×Ｂ Ａ×Ｃ

国 国 対象団体 （百円） （百円）
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

１年未満 1,139 1,772 1,770 2,018,308 2,016,030
１年以上 ２年未満 1,296 1,816 1,840 2,353,536 2,384,640
２年以上 ３年未満 1,930 1,877 1,910 3,622,610 3,686,300
３年以上 ５年未満 5,107 1,988 2,026 10,152,716 10,346,782
５年以上 ７年未満 6,083 2,155 2,190 13,108,865 13,321,770
７年以上10年未満 8,929 2,408 2,426 21,501,032 21,661,754

10年以上15年未満 14,322 2,847 2,824 40,774,734 40,445,328
15年以上20年未満 11,949 3,409 3,339 40,734,141 39,897,711
20年以上25年未満 9,349 3,909 3,741 36,545,241 34,974,609
25年以上30年未満 7,308 4,237 4,060 30,963,996 29,670,480
30年以上35年未満 3,725 4,395 4,305 16,371,375 16,036,125

    35年以上 743 4,453 4,526 3,308,579 3,362,818
F G

計 71,880 221,455,133 217,804,347

（短大卒）
Ｈ Ｉ

計 14,795 47,597,237 47,358,944

（高校卒）
Ｊ Ｋ

計 70,529 242,662,928 238,870,033

（中学卒）
Ｌ Ｍ

計 153 516,717 527,095

＝ 98.50232   =

ラスパイレス指数：国家公務員行（一）の俸給月額を１００とした場合の地方公務員一般
                 行政職の給与水準

    職員構成を学歴別、経験年数別に区分し、地方公共団体職員構成が国の職員構成と
  同一と仮定して算出するものであり、地方公共団体の仮定給料総額（地方公共団体の
  学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員数を乗じて得た総和）を国の実俸給総
  額で除して得る加重平均。

ラスパイレス指数の算出方法

98.5（小数点以下第２位四捨五入）

＝
（217,804,347）＋（47,358,944）＋（238,870,033）＋（527,095）
（221,455,133）＋（47,597,237）＋（242,662,928）＋（516,717）

×100

経験年数
平均俸給（給料）月額（百円）

ラスパイレス指数＝
Ｇ＋Ｉ＋Ｋ＋Ｍ
Ｆ＋Ｈ＋Ｊ＋Ｌ

×100
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○給料表の構造に関する総務省からの助言 
 

「地方公務員の給与改定に関する取扱い等について」（抜粋） 
（平成 17年 9月 28日付総行給第 119号総務事務次官通知） 

 
１ 給料表の構造 

(1) 都道府県の行政職給料表(一)の職務の級については、国家公務員の行政

職俸給表(一)の職務の級を用いることとし、各級の職務については、次によ

り定めることが適当であること。 

職務の級 職 務 の 内 容（本庁職員） 

１ 級 係員の職務 

２ 級 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 

３ 級 係長の職務 

４ 級 課長補佐の職務 

５  級 総括課長補佐の職務 

６  級 課長の職務 

７  級 総括課長の職務 

８  級 次長の職務 

９  級 部長の職務 

備考１ 「総括課長補佐」とは、例えば全般的に課長を補佐し、又は二課以上

にわたる人事、予算等の重要な総括的業務を担当する課長補佐を指す。 

２ 「総括課長」とは、例えば部の業務を統括し、又は全庁にわたる人事、

予算等の重要な総括的業務を担当する課長を指す。 

３ 都道府県の規模、行政組織等によっては、職務の内容に応じて部長に

ついて 10級を設けることができるものであること。ただし、国における

10 級は、従来の本府省課長の職責を上回る職務に対応するものであるの

で、地方公共団体における適用についても、これに相当するような高度

な又は特に困難な業務を担う職責を有する場合にのみ適用すること。 

 

(2) 市町村の行政職給料表(一)の職務の級の構成については、当該市町村の規

模、行政組織等に応じてできる限り簡素化を図りつつ、今回の国の給与構造

の改革を踏まえて改正することが適当であること。 

 

(3) 行政職給料表(一)の号給については、これに対応する国の行政職俸給表

(一)の各級の初号及び号給の幅を基準とし、号給構成の改正を行うこと。な

お、号給数については、国の行政職俸給表(一)の対応する級の号俸数を限度

とすること。 
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（単位：団体）

区　分

0 4 81 388 237 54 3 767

(0.0%) (0.5%) (10.6%) (50.6%) (30.9%) (7.0%) (0.4%) (100.0%)

2 43 714 155 18 0 0 932

(0.2%) (4.6%) (76.6%) (16.6%) (1.9%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

※１　平成２５年地方公務員給与実態調査による。

※２　本表は、各地方公共団体の給料表の級数をその構造に関わらず外形的に集計したものである。

４級制 ５級制 ６級制 ７級制 ８級制 ９級制 １０級制 計

級構成

市
（指定都市を除

く）

町村

795計

 　　したがって、国の行政職（一）俸給表との構造の相違は考慮していない。

※３　（　　）内は、団体区分ごとにそれぞれ構成比を計算したものである。

2 1,69935425554347

給料表の級構成別の団体数 
（一般市町村・一般行政職給料表） 
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給料表の級構成別のラスパイレス指数の状況（市（政令市除く））

（国と同じ構造）

（国と異なる構造）

25.4% 

11.4% 
5.0% 4.4% 

16.9% 

20.2% 

8.3% 

32.2% 

35.3% 

13.3% 

8.9% 

22.0% 

23.9% 

39.4% 

28.9% 

3.4% 
8.8% 

27.8% 

46.7% 

0.3% 
6.1% 

11.1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

６級制 ７級制 ８級制 ９級制～

102.0以上 

100.0～101.9 

98.0～99.9 

96.0～97.9 

94.0～95.9 

94.0未満 

（59団体） （351団体） （180団体） （45団体） 

5.4% 1.8% 
7.7% 

2.7% 
1.8% 

7.7% 

27.0% 

8.8% 
8.3% 

15.4% 

21.6% 

31.6% 

8.3% 

46.2% 

24.3% 
38.6% 

66.7% 

23.1% 18.9% 17.5% 16.7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

６級制 ７級制 ８級制 ９級制

102.0以上 

100.0～101.9 

98.0～99.9 

96.0～97.9 

94.0～95.9 

94.0未満 

（26団体） （37団体） （57団体） （12団体） 

※ 平成２５年地方公務員給与実態調査による。 

 ラスパイレス指数は、国の特例減額がないとした場合の参考値。 
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給料表の級構成別のラスパイレス指数の状況（町村）

（国と同じ構造）

（国と異なる構造）

81.1% 

34.4% 
22.6% 

9.1% 

13.5% 

23.4% 

17.8% 

27.3% 

5.4% 

25.9% 

26.0% 

18.2% 

13.8% 

20.5% 

27.3% 

2.5% 

11.0% 18.2% 

2.1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

～５級制 ６級制 ７級制 ８級制

102.0以上 

100.0～101.9 

98.0～99.9 

96.0～97.9 

94.0～95.9 

94.0未満 

（37団体） （146団体） （683団体） （11団体） 

37.5% 
29.0% 

11.1% 

12.5% 

16.1% 

22.2% 

28.6% 

50.0% 

22.6% 

11.1% 

42.9% 

19.4% 

44.4% 

14.3% 

6.5% 
11.1% 6.5% 

14.3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

５級制 ６級制 ７級制 ８級制

102.0以上 

100.0～101.9 

98.0～99.9 

96.0～97.9 

94.0～95.9 

94.0未満 

（8団体） （31団体） （7団体） （9団体） 

※ 平成２５年地方公務員給与実態調査による。 

 ラスパイレス指数は、国の特例減額がないとした場合の参考値。 
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資料３
給料表のあり方

について



地方公務員の給料表の種類について 

○ 原則として用いるもの
行政職給料表(一)
公安職給料表(一)
教育職給料表(一)、(二)、(三)、(四)
研究職給料表
医療職給料表(一)、(二)、(三)
福祉職給料表
第一号任期付研究員給料表
第二号任期付研究員給料表
特定任期付職員給料表

○ 必要がある場合に限って用いるもの
海事職給料表(一)、(二)

○ 原則として用いないもの
行政職給料表(二)
専門行政職給料表
税務職給料表
公安職給料表(二)
指定職給料表
専門スタッフ職給料表

（昭32.6.1「地方公務員の給与制度等の改正について」自乙公発第51号等） 

1



2



3



4



5
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平成２０年１月１日現在

区分

行（二） 4 8.5% 3 17.6% 617 36.4% 624 35.4%

行（二）相当 7 14.9% 0 0.0% 101 6.0% 108 6.1%

行（一）相当 15 31.9% 0 0.0% 580 34.2% 595 33.8%

合成 14 29.8% 0 0.0% 165 9.7% 179 10.2%

独自 7 14.9% 14 82.4% 234 13.8% 255 14.5%

合計 47 100.0% 17 100.0% 1,697 100.0% 1,761 100.0%

※１　平成20年1月1日現在の団体数　1,867団体

※２　平成20年1月1日現在で技能労務職員が在職していない団体  106団体

２６年４月１日現在

区分

行（二） 11 24.4% 5 25.0% 527 35.7% 543 35.2%

行（二）相当 17 37.8% 1 5.0% 127 8.6% 145 9.4%

行（一）相当 3 6.7% 0 0.0% 424 28.7% 427 27.7%

合成 11 24.4% 0 0.0% 143 9.7% 154 10.0%

独自 3 6.7% 14 70.0% 256 17.3% 273 17.7%

合計 45 100.0% 20 100.0% 1,477 100.0% 1,542 100.0%

※１　平成26年4月1日現在の団体数　1,789団体
※２　平成26年4月1日現在で技能労務職員が在職していない団体  247団体

増減

区分

行（二） 7 15.9% 2 7.4% -90 -0.7% -81 -0.2%

行（二）相当 10 22.9% 1 5.0% 26 2.6% 37 3.3%

行（一）相当 -12 -25.2% 0 0.0% -156 -5.5% -168 -6.1%

合成 -3 -5.3% 0 0.0% -22 0.0% -25 -0.2%

独自 -4 -8.2% 0 -12.4% 22 3.5% 18 3.2%

合計 -2 3 -220 -219
※　合併による団体数の減少の影響(△78団体）を含む。

※　区分の説明

「行(二)」 国の行(二)と全く同じ（５級制）

「行(二)相当」 国の行政職給料表(二)に、行政職給料表(一)の６級を追加、
１級～３級の号給を追加　等

「行(一)相当」 一般行政職給料表の１級～５級と同じ　等

「合成」 国行(二)の１級～４級と行(一)の５級・６級を合成　等
（独自部分よりも合成部分の比重が大きい。）

「独自」 国の旧行(二)（６級制）、一般行政職給料表（独自給料表）の
１級～５級、全くの独自　等

都道府県 指定都市 市区町村 合計

地方公共団体における技能労務職員の給料表の形態

都道府県 指定都市 市区町村 合計

都道府県 指定都市 市区町村 合計
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